
＜事務事業評価表＞
No.21

□

項 目

目標年度

平成31年度

平成31年度

平成28年度
見込額

9,985

9,985

1,300

8,685

9,985

1.02

0.42

0.50

10件

674ha

所管部課名 農林水産部  林務水産課 担当者 大田  亮

根拠法令等 薩摩川内市農林水産部関係補助金交付要綱等 マニフェスト関連

平成26年度 林業振興育成事業 評価表
［単位：千円、人］

 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

事業の類型 　■ ソフト事業　　　　□ 建設・整備事業　　　　□ 施設管理　　　　□ 内部管理

事業の種類 　□ 特定事業　　　　　□ 義務的事業　　　　　　■ 裁量事業

政策
地域力を発揮し産業活力を創出する
まちづくり

施策 林業の振興

小施策 林業経営の高度化

林業振興育成費

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

事
業
の
内
容

概要

　林業労働力が減少し高齢化が進む中で、担い手確保の対策として、林業事業体作業班員
の確保及び計画的な間伐の推進を目的とした補助金を交付する。
　また、森林の持つ多面的機能を発揮するためのみどり豊かな森づくり、及び地域の緑化
を目的とした補助金を交付する。

対象（誰を、何を対象
とする事業か）

市内の認定林業事業体、薩摩川内市みどり推進協議会

意図（どのような状態
にしたいのか）

地域林業の振興、地域緑化の推進及び豊かな森林の整備

手段（市がどのような
活動をするか）

予算
科目
等

会計 一般会計

款 農林水産業費 林業費 林業振興費

事項 林業振興育成費 細事項

活動指標 補助金交付件数 10件

成果指標 民有林の間伐実施面積 674ha

補助金の交付

事業期間 　■ 単年度繰返　□ 期間限定複数年度（⇒　　　　年度 ～　　　　年度）

指標名 目標値

経
費
及
び
指
標
の
推
移

項目
平成24年度

決算額
平成25年度

決算額
平成26年度

予算額
平成27年度

見込額
事業費 10,341 8,530 9,985 9,985

補助金 10,341 8,530 9,985 9,985
みどり豊かな森づくり事業 1,700 0 1,300 1,300
林業就労改善推進事業 8,641 8,530 8,685

一般財源 10,341 8,530 9,985 9,985

8,685

その他

国・県支出金

要員配置状況 1.02 1.02 1.02 1.02

財
源
内
訳

職員 0.42 0.42 0.42 0.42

嘱託員

成果指標の推移 558ha 486.49ha 674ha 674ha

特筆すべき事項等

【認定林業事業体】
  林業労働力の確保に関する法律第5条に基づき、林業労働力を確保するた
め、意欲をもって「雇用管理の改善」と「事業の合理化」に一体的に取り組
む内容の改善計画を申請し、県の認定を受けた事業主をいう。
薩摩川内市内の認定林業事業体は、現在11社。

臨時職員等 0.50 0.50 0.50 0.50

活動指標の推移 2件 1件 10件 10件
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＜事務事業評価表＞
　３　事務事業の視点別評価　（Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

対象・手段の妥当性 ■ 妥当である　　　□ 改善の余地はある　　　□ 妥当ではない

（上記選択の理由）
　森林整備を図る為には林業労働力の確保が必要であり、民有林の間伐を推進していく上では行
政の支援が必要である。また、みどり豊かな森づくりを推進するみどり推進協議会の活動を支援
するため、補助金の交付は妥当と考える。

市が関与すべき妥当性 ■ 市が関与すべき　　　□ 民間でも可能　　　□ 民間で実施すべき

（上記選択の理由）
　森林環境の保全を図る上で、市が関与すべきである。

□ 達成度はかなり高い　　■ 達成度はやや高い　　□ 達成度は低い

（上記選択の理由　※成果指標の過去の動向把握(5段階)結果を含めて選択理由を記入）
●過去の動向把握…□大きく改善、□改善、■ほぼ横ばい、□減少、□大きく減少
  森林整備を推進していくには行政だけでは限られており、民間団体(林業事業体)、市民(森林所
有者)と一体となった施策が必要であり、補助金を交付することで森林整備等の推進が図られる。

成果の向上余地 □ 余地がかなりある　■ 余地がある程度ある　□余地はほとんどない

（上記選択の理由）
  今後木質バイオマス発電事業に伴い、森林所有者の森林に対する関心が図られることから、民
有林整備に対する関心が期待される。

効
　
率
　
性

事業費の削減余地 □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

（上記選択の理由）
 他市町も実施しているが、本市の森林面積、人口規模からすれば妥当な事業費である。

要員配置の削減余地 □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

（上記選択の理由）
　補助金交付事務、認定林業事業体との調整、みどり推進協議会の事務局（事務局は市に置かれ
ている）にあたる人員であり、削減の余地はない。

有
　
効
　
性

成果の達成度

　

内
部
評
価
結
果

今後の改革の方向性

■ 現状のまま継続

□ 見直しの上で継続　⇒　今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

□ 休止　　　　　　　　　　□ 廃止

上記方向付けの理由
  民有林の整備に関しては木材価格が低迷している中ではあるが、戦後植栽した人工林が伐採期
を迎えることから、今後森林所有者に収益が見込まれ、森林整備が進むことが期待されるため、
当分の間市場等の状況を見守りたい。
  また、緑化推進事業については、潤いのある生活環境をもたらしてくれることから市民のニー
ズも高まってきており、継続して事業展開を図りたい。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画

　４　事務事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

□ 見直しの上で継続　⇒　今後の方向性：□拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

□ 休止　　　　　　　　　　□ 廃止

まとめ（補助金等評価を含む。）

外
部
評
価
結
果

事務事業の視点別評価

妥当性　　⇒ 　□高い　　　　□低い

効率性　　⇒ 　□高い　　　　□低い

有効性　　⇒ 　□高い　　　　□低い

今後の改革の方向性

□ 現状のまま継続
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NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

65.4%
0.0%

25.7%
39.7%
0.0%
4.0%

30.6%
100.0%
47.6%
4.5%
1.5%

42.6%
0.0%
0.0%
3.8%

100.0%

【今年度改善点】       補助金額の見直しを行った。
【前回評価への回答】   繰越金が多額との指摘により、H25補助金なし、H26はH24より40万減額。
【事業のＰＲ方法】     各戸にチラシ配布(別紙)。
【費用対効果】         継続することで市内の緑化推進が図られる。
【補助事業以外の事業】 緑の募金活動事業。
【その他】             H25は補助金なしとなったが、指摘のあった繰越額が改善されたこと、及び今
　　　　　　　　　　　 後の事業維持に必要であることから、H26は再度補助金がつくこととなった。

成果指標の推移① 2,827千円 2,921千円 2,671千円
成果指標の推移②

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 104.2% 121.4%
交付件数 1件 1件 0件

支出計/前年度支出計 100.2% 79.1%
自己資金/前年度自己資金 101.7% 94.4%

0.0% 0.0%

計 8,503,237 100.0% 8,520,231 100.0% 6,736,553
（翌年度繰越金） 1,876,389 22.1% 2,063,140 24.2% 258,326

103,901
拠出金 2,936,094 34.5% 2,905,087 34.1% 2,868,474

3,205,852
人件費 225,000 2.6% 300,000 3.5% 300,000

支
出

事業費 3,314,242 39.0% 3,020,889 35.5%

その他事務費 151,512 1.8% 231,115 2.7%

0.0% 0.0%

20.0% 0

計 8,503,237 100.0% 8,520,231 100.0% 6,736,553
（前年度繰越金） 1,849,920 21.8% 1,876,389 22.0% 2,063,140

33.3% 2,921,958 34.3% 2,671,927

会費収入 0.0% 0.0%
交付金 1,761,000 20.7%

販売金・雑収入 264,354 3.1% 278,884 3.3% 270,486
市補助金 1,800,000 21.2% 1,700,000

上記項目の
積算方法 予算で定める額以内

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成23年度 平成24年度 平成25年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 4,588,963 54.0% 4,664,958 54.8% 4,402,927

1,743,000 20.5% 1,731,000
募金 2,827,963

補助対象経費 緑の募金法に基づく緑化の推進及び森林の整備

補助対象事
業・活動の内

容

①　広報活動事業　･･･　「みどりの募金だより」の作成
②　森林整備事業　･･･　各種の森づくりの整備
③　緑化推進事業　･･･　花苗等の配布や緑の少年団の活動助成
④　前に掲げるもののほか、特に必要であると認められるもの

補助金額又は
補助率

予算で定める額以内

成果指標②

補助対象者 薩摩川内市みどり推進協議会

1,300

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 募金額 3,110千円 平成31年度

平成26年度
予算額

1,300 千円

国県支出金 その他 一般財源 その他の内容

事務事業名 林業振興育成事業

根拠法令 薩摩川内市農林水産部関係補助金交付要綱

補助経過年数 ６年以上１０年以下

平成26年度 みどり豊かな森づくり事業補助金 評価表 21-1

所管部課名 農林水産部 林務水産課 担当者 大田  亮

運営補助のみ 事業補助のみ 運営補助と事業補助の両方 その他

- 3 -



〈補助金の視点別評価〉

評価

A

A

B

B

A

A

A

B

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画≫
  協議会の委員及び事業関係者などからの意見聴取や、他自治体の取り組み状況の把握に努める。

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

≪今後の改革の方向性≫

　　⇒今後の方向性

≪上記方向の理由≫
  例年、事業の取り組み内容が恒久化しているように思われる。新たな取り組みなど検討する必要が
ある。

　緑の募金活動の収益金が主な財源になって
おり、収益金の増加により、半永続的・固定
的な補助にはならないと見込まれる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の状況に
おいても一定の公益性が認められる。

　各自治会、地区コミ等花の苗等の要望が多
数あり、市内の緑化に向け市民が一体となっ
た取り組みとなっている。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助金等
の交付以外に適当な政策手段がないか、又は当該補
助金等の交付が最も妥当な政策手段であると明確に認
められる。

　市内全域に事業展開を図るうえでは、現在
募金活動の収益金だけでは困難であるため、
補助金の交付により事業展開を支援すること
が妥当である。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定され、その内
容は補助目的に照らし、公費を充てるものとして、著しく
妥当性を欠くものとはなっていない。

  対象経費は補助金交付要領により規定さ
れ、公費を充てるものとして妥当性を欠くも
のとはなっていない。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服等の
観点から、当面、補助を通じた行政の支援が必要で
あると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合致して
おり、かつ、その目標・成果の達成に向けて、適切な効
果を生じている。（その目標・成果を測るための適当な
効果指標の設定がなされている。）

　近年の異常気象や自然災害など地球環境問
題が、国民の大きな関心を呼んでいる中、き
れいな空気や水を育む森林や緑の大切さが認
識され、森林の整備や緑化の推進が強く求め
られており、みどり豊かな森づくり事業は市
民のニーズに答えている。

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直接実施
するよりも、行政以外の者が行う方が適当であると明確
に認められる。

　みどり推進協議会は、緑の募金の交付先と
して県下全市町村に設置されており、緑の募
金活動収益金と併せて事業を実施する団体の
ため、市ではその事業を支援することが適当
である。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積算さ
れたものであり、かつ、社会経済情勢に照らし、著しく妥
当性を欠く水準とはなっていない。（交付要綱の補助基
準）

　明確な根拠はないが、総会で審議されてお
り妥当性を欠くものではない。

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし合わせ
て、自助努力がみられるなど、明らかに半永続的・固定
的な補助にはならないと見込まれる。

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等の活
動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の福祉の
向上及び利益の増進に寄与している。

　本市では森林整備や緑化に対する地域緑化
を推進しており、地区コミ、自治会、学校等
からの要望を踏まえ苗木等の配布を実施し公
益上の増進に繋がっていると認識している。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

　①に該当する。
　市内の緑化推進を図るため、市民に対する
理解を深めるうえでは継続して行うことが重
要であり、「みどり推進協議会」へ補助する
ことで継続的な事業が図られる。

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の団体
等に一定の補助を行うことが直ちに必要であると認
められる。

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

要件 項　　目 評価した内容についての説明

現状のまま継続

見直しの上で継続

休止

廃止

拡大 他の補助金と統合 補助内容の改善 縮小 移管
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NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

5.5%
0.0%
5.5%
0.0%

89.0%
5.5%
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

【今年度改善点】
　対象者を、H25までは北薩森林組合であったものを、H26から認定林業事業体に変更した。北薩森林
組合以外の認定林業事業体でも同様の取組を行っているため、対象の見直しを行ったもの。
  H26以降は交付件数の増加が見込まれるため、それに伴い成果指標も大幅な伸びを見込んでいる。

成果指標の推移① 614ha 558ha 486.49ha
成果指標の推移② 6人 5人 5人

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 2件 2件 2件

支出計/前年度支出計 96.8% 96.6%
自己資金/前年度自己資金 78.9% 82.7%

0.0% 0.0%

計 10,243,979 100.0% 9,920,867 100.0% 9,588,173
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

9,588,173
人件費 0.0% 0.0%

支
出

事業費 10,243,979 100.0% 9,920,867 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

87.1% 8,529,390

計 10,243,979 100.0% 9,920,867 100.0% 9,588,173
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

会費収入 0.0% 0.0%
事業収入 811,986 7.9%

県補助金 747,993 7.3% 640,289 6.5% 529,390
市補助金 8,684,000 84.8% 8,640,289

上記項目の
積算方法 ①及び②の事業は、県でも補助を行っており、県の補助率である1/3と同率としている。

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成23年度 平成24年度 平成25年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 811,986 7.9% 640,289 6.5% 529,393

640,289 6.5% 529,393
寄付金・その他助成

補助対象経費 認定林業事業体作業班員の就労の安定化及び間伐の計画的な実施に関する経費

補助対象事
業・活動の内

容

①　認定林業事業体作業班就労奨励事業　･･･　作業班員の健康管理及び就労の長期安定化
　　を図る
②　林業就労改善推進事業　･･･　作業班員の就労条件の向上及び就労の安定化を推進
③　森林環境保全直接支援事業　･･･　間伐を計画的に推進
④　前に掲げるもののほか、特に必要であると認められるもの

補助金額又は
補助率

①及び②：事業費の1/3以内　　③：事業費の1/10以内

成果指標② ６０歳以下の林業事業体の作業班員数 50人 平成31年度

補助対象者 認定林業事業体

8,685

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 民有林の間伐実施面積 486.49ha 平成31年度

平成26年度
予算額

8,685 千円

国県支出金 その他 一般財源 その他の内容

事務事業名 林業振興育成事業

根拠法令 薩摩川内市農林水産部関係補助金交付要綱

補助経過年数 ６年以上１０年以下

平成26年度 林業就労改善推進事業補助金 評価表 21-2

所管部課名 農林水産部 林務水産課 担当者 奥 平 幸 雄

運営補助のみ 事業補助のみ 運営補助と事業補助の両方 その他
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〈補助金の視点別評価〉

評価

A

A

A

A

A

B

A

B

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画≫

  北薩森林組合以外の認定林業事業体も若い就労者が増加傾向にあり、森林整備の活性化に繋がって
いる。

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

≪今後の改革の方向性≫

　　⇒今後の方向性

≪上記方向の理由≫

  民有林整備を推進するため、事業は継続していくが、補助金の交付先を北薩森林組合に限定せず、
予算の範囲内で市内の認定林業事業体を対象とする。

　戦後の拡大造林政策により植栽された人工
林が収穫期を迎えつつあり、現在林業労働力
を要する時期にきており、将来的には事業の
縮小が見込まれる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の状況に
おいても一定の公益性が認められる。

　認定林業事業体を主体としており公益性は
低いが、林業の維持が森林環境保全に資する
ものである。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助金等
の交付以外に適当な政策手段がないか、又は当該補
助金等の交付が最も妥当な政策手段であると明確に認
められる。

　林業に携わる主体である認定林業事業体の
取り組みに対し、補助金による支援が適切で
ある。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定され、その内
容は補助目的に照らし、公費を充てるものとして、著しく
妥当性を欠くものとはなっていない。

  対象経費は補助金交付要領により規定さ
れ、公費を充てるものとして妥当性を欠くも
のとはなっていない。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服等の
観点から、当面、補助を通じた行政の支援が必要で
あると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合致して
おり、かつ、その目標・成果の達成に向けて、適切な効
果を生じている。（その目標・成果を測るための適当な
効果指標の設定がなされている。）

　市民の森林に対するニーズは高まってきて
おり、林業整備が維持されることで、森林資
源の有効活用、水源涵養、森林環境保全が図
られる。

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直接実施
するよりも、行政以外の者が行う方が適当であると明確
に認められる。

　林業に携わる主体である認定林業事業体が
実施することが適切である。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積算さ
れたものであり、かつ、社会経済情勢に照らし、著しく妥
当性を欠く水準とはなっていない。（交付要綱の補助基
準）

　県補助率に準じたものであり、著しく妥当
性を欠く水準とはなっていない。

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし合わせ
て、自助努力がみられるなど、明らかに半永続的・固定
的な補助にはならないと見込まれる。

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等の活
動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の福祉の
向上及び利益の増進に寄与している。

　対象事業は林業労働力確保を目的として林
業労働者の待遇改善を図るものであり、林業
が維持されることで地域の森林環境保全に資
する。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

　①に該当する。
　認定林業事業体に補助を行うことで、県に
認定された計画である「雇用管理の改善」と
「事業の合理化」を一層促進し得る。

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の団体
等に一定の補助を行うことが直ちに必要であると認
められる。

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

要件 項　　目 評価した内容についての説明

現状のまま継続

見直しの上で継続

休止

廃止

拡大 他の補助金と統合 補助内容の改善 縮小 移管
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